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平成２１年１１月３０日(１) 

開議 １０時１５分 

○議長 秋成茂信君 

 皆さん、おはようございます。 

只今の出席議員は１４名で、定足数に達しておりますので、それでは、只今から、平成２

１年第４回豊前市議会定例会を開会し、本日の会議を開きます。 

日程第１ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、議会運営委員会で協議のとおり、本日から１２月１６日までの１７

日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、会期は１７日間と決定いたしました。 

 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第８０条の規定により、議長において、８番古川哲也議員、

9番爪丸裕和議員を指名いたします。 

 日程第３ 諸般の報告をいたします。監査委員から、平成２１年８月分から、平成２１

年１０月分までの出納例月検査の報告がありました。各報告書については閲覧できるよう、

事務局に保管していますので、ご了承願います。 

 なお、本年の議長会等の出席状況につきしては、お手元に配布したとおりでありますの

で、ご報告いたします。 

 日程第４ 提出議案の上程を行い、提出理由の説明を受けることにいたします。 

今定例会には、市長から議案１５件、報告１件の計１６件の提案があっております。 

これを一括上程し議題といたします。 

 市長に提案理由の説明を求めます。市長。 

○市長 釜井健介君 

 本日ここに、平成２１年第４回豊前市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には、公私ともご多用のところご臨席を賜り、誠にありがとうございます。厚くお礼を申

し上げます。 

 本議会に提案いたしました議案は、条例案件７件、財産の取得その他の案件４件、予算

案件４件、報告案件１件の合計１６件であります。 

 次に、議案の順序により、ご説明申し上げます。 

議案第６２号は、豊前市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてであります。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社

団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律の施行に伴い関係規定を整備する案件であります。 
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 議案第６３号は、豊前市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につい

てであります。平成２１年度人事院勧告に伴う国家公務員の給与改定に伴い、豊前市職員

の給与改定をするための案件であります。 

 議案第６４号は、豊前市税条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

地方税法の一部改正に伴い、個人市民税における寄附金税額控除の適用対象として新たに

寄附金を定めるため、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第６５号は、豊前市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてであります。社会保険の保険料等にかかる延滞金を軽減するための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律の施行に伴い、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第６６号は、豊前市消防団条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

消防組織法の一部改正に伴い、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第６７号は、豊前市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてであります。豊前市公共下水道事業計画変更認可に伴い、計画処理人口及び計画１

日最大処理能力を変更する案件であります。 

 議案第６８号は、豊前市定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の制定についてであ

ります。雇用促進住宅豊前宿舎の譲渡を受けて、住宅に困窮している勤労者に対して住宅

を賃貸することにより、生活及び職業の安定を図るための定住促進住宅として設置するた

め、関係規定を整備する案件であります。 

 議案第６９号は、財産の取得についてであります。住宅を賃貸し豊前市への定住促進を

図るため、雇用促進住宅の土地・建物及び駐車場用地を購入するにあたり、豊前市の議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は、処分に関する条例第３条の規定により、市議

会の議決を求める案件であります。 

議案第７０号は、福岡県市町村消防団員等公務災害補償組合を組織する地方公共団体の

数の減少について、議案第７１号は、福岡県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の

数の減少及び福岡県介護保険広域連合規約の変更について、議案第７２号は、福岡県後期

高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び福岡県後期高齢者医療広域連

合規約の変更についてであります。 

いずれも、平成２２年２月１日から、八女郡黒木町、同郡立花町、同郡矢部村及び同郡

星野村が廃され、その区域が、八女市に編入されることに伴い、組合及び広域連合を組織

する地方公共団体の数を減少し、広域連合については規約を変更するため、地方自治法第

２９０条または第２９１条の１１の規定により、議会の議決を求める案件であります。 

議案第７３号は、平成２１年度豊前市一般会計補正予算（第２号）であります。 

今回の補正予算は、人事院勧告に伴う給与改定並びに異動等に伴う人件費の組み替えと市

政運営上、緊急必要とされる経費等について、所要の措置をいたしたところであります。 

 その補正額は、４６７万６０００円の補正で、補正後の予算総額は、１２２億７１３７
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万９０００円であります。 

歳出の目的別補正の概要について、ご説明申し上げます。 

１款議会費は、人件費１３８万円の減額補正であります。 

２款総務費は、人件費１６７５万９０００円の減額補正であります。 

３款民生費は、５３８万５０００円の減額補正であります。その主なものは、人件費２５

７万５０００円、国民健康保険事業特別会計繰出金２８１万円を減額補正するものであり

ます。 

４款衛生費は、２８６１万１０００円の補正であります。その主なものは、人件費４４

９万７０００円を減額し、新型インフルエンザワクチン接種補助金３３１０万８０００円

を補正するものであります。 

６款農林水産費は、人件費、１０８４万２０００円の補正であります。 

７款商工費は、人件費１６３万６０００円の補正であります。その主なものは、人件費１

３６万４０００円を減額し、プレミアム商品券発行事業補助金３００万円を補正するもの

であります。 

８款土木費は、人件費、９２８万４０００円の減額補正であります。 

１０款教育費は、人件費、３６０万５０００円の減額補正であります。この補正予算の財

源は、歳出補正に伴う国庫補助金の特定財源のほか、一般財源は、財政調整基金の繰入金

の減額をもって措置いたしたところであります。 

議案第７４号は、平成２１年度豊前市一般会計補正予算(第３号)であります。 

その補正額は、１億７６４万９０００円の補正で、補正後の予算総額は、１２３億７９０

２万８０００円であります。歳出の目的別補正の概要について、ご説明申し上げます。 

 ２款総務費は、給与システム改修費１９０万円の補正であります。 

３款民生費は、１０３７万９０００円の補正であります。その主なものは、子育て応援特

別手当支給事業２４４３万８０００円を減額し、介護予防事業費返還金２５５６万２００

０円、生活保護費国庫負担金返還金９０９万７０００円を補正するものであります。 

６款農林水産費は、２３４２万１０００円の補正であります。その主なものは、県営ほ

場整備事業負担金１７８０万９０００円、農業施設整備事業費２００万円、森林整備加速

化・林業再生事業負担金２１５万４０００円の補正であります。 

 8 款土木費は、６５００万円の補正であります。その主なものは、港湾局部改良事業負

担金１２２０万円を減額し、雇用促進住宅購入費７７２０万円を補正するものであります。 

 9 款消防費は、５００万４０００円の補正であります。その主なものは、全国瞬時警報

システム整備委託料３９２万４０００円、消防用備品費１０８万円の補正であります。 

 １０款教育費は、公民館類似施設建設補助金１９４万５０００円の補正であります。 

この補正予算の財源は、歳出補正に伴う国庫補助金の特定財源のほか、一般財源は、地方

交付税により措置いたしたところであります。 
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 議案第７５号は、平成２１年度豊前市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）で

あります。補正額は、人件費２８１万円の減額補正であります。 

 議案第７６号は、平成２１年度豊前市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）で

あります。補正額は、３５４万４０００円の補正であります。その主なものは、介護給付

金１３６６万６０００円を減額し、療養給付費国庫負担金返還金１７２１万円を補正する

ものであります。 

報告第９号は、訴えの提起の専決処分の報告についてであります。地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づき、訴えの提起等について専決処分したので、同条第２項の規定に

より、これを報告するものであります。 

以上、提出議案の概要について、ご説明申し上げましたが、いずれの議案も市政運営上、

緊急かつ必要な案件でありますので、議員各位には、慎重にご審議の上、すみやかにご議

決くださいますようお願い申し上げます。 

なお、議案第６３号、議案第７３号及び議案第７５号につきましては、施行期日等の関

係で、本日中にご議決くださいますよう重ねてお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わります。 

○議長 秋成茂信君 

 以上で、議案の上程並びに提案理由の説明を終わります。 

ここで議事運営上、暫時休憩いたします。休憩中、議員全員協議会を開催しますので、議

員並びに関係者は、第２委員会室にお集りください。以上で暫時休憩いたします。 

休憩 １０時３０分 

再開 １１時５０分 

○議長 秋成茂信君 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

日程第５ 議案第６３号及び議案第７３号、７５号の３議案を一括議題とし、質疑、討論、

採決を行います。 

先ほどの全協で、３議案に対して多くの議論を頂きましたが、改めて議案に対して質疑

のある方はいませんか。 

(「なし」の声あり) 

これをもって質疑を終わります。 

 お諮りいたします。只今議題となっております３議案については、会議規則第３７条第

３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決しました。 

これより討論に入ります。討論の方はありませんか。 
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(「なし」の声あり) 

これをもって討論を終わります。 

これより採決に入ります。 

議案第６３号、７３号及び７５号を一括採決いたします。 

本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

(「異議なし」の声あり) 

ご異議なしと認めます。よって、本案３件は原案のとおり可決されました。 

 本日の日程は、これをもってすべて終わりました。 

１２月７日から 9日までの本会議において、一般事務についての質問を行います。 

なお、議案に対する質疑は、一般質問の最終日に行います。 

一般質問及び議案に対して質疑のある方は、本日午後５時までに発言通告書を提出される

ようお願いいたします。 

 それでは、本日は、これをもって散会いたします。お疲れ様でした。 

散会 １１時５２分 

 


